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第
三
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
へ
の
今
後
の
政
府
の
対
処
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

年
金
に
係
る
第
三
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
一
日
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
運
用
三
号
」
取
扱

い
が
な
さ
れ
た
が
、
国
会
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
年
三
月
八
日
付
け
の
厚
生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
り
、
こ
れ
を
廃
止
す

る
と
と
も
に
、
立
法
措
置
に
よ
る
新
た
な
抜
本
改
善
策
の
方
向
性
と
論
点
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
審
議
会

の
下
に
第
三
号
被
保
険
者
不
整
合
記
録
問
題
対
策
特
別
部
会
が
設
置
さ
れ
、
四
月
以
降
、
抜
本
改
善
策
の
具
体
的
内
容
の
検
討

に
つ
い
て
五
回
の
審
議
を
経
て
、
五
月
二
十
日
に
は
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
種
々
対
応
策
を
整
理
し
た
上
、

「
政
府
に
お
い
て
速
や
か
に
成
案
を
得
た
上
で
、
国
会
に
お
い
て
立
法
化
に
向
け
た
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
国
会
の
会
期
末
が
八
月
三
十
一
日
に
迫
っ
た
現
時
点
に
お
い
て
も
、
政
府
か
ら
は
法

案
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
本
問
題
の
速
や
か
な
解
決
を
願
う
立
場
か
ら
、
以
下
五
項
目
に
わ
た
り

質
問
す
る
。

一

政
府
と
し
て
、
社
会
保
障
審
議
会
第
三
号
被
保
険
者
不
整
合
記
録
問
題
対
策
特
別
部
会
の
報
告
書
に
基
づ
き
、
法
案
作
成

を
進
め
る
方
針
で
あ
る
の
か
、
確
認
す
る
。

二

一
に
関
連
し
、
法
案
作
成
作
業
の
現
状
及
び
今
後
の
国
会
提
出
に
つ
い
て
の
方
針
を
伺
う
。

一



三

厚
生
労
働
省
で
は
、
別
途
、
「
第
三
号
被
保
険
者
不
整
合
記
録
問
題
に
関
す
る
調
査
会
議
」
を
立
ち
上
げ
、
本
年
六
月
三

十
日
及
び
七
月
二
十
六
日
に
二
回
開
催
し
て
い
る
が
、
本
調
査
会
議
の
目
的
及
び
今
後
の
運
営
方
針
を
伺
う
。

四

政
府
と
し
て
、
三
の
調
査
会
議
の
結
論
を
待
っ
て
、
法
案
を
作
成
・
提
出
す
る
方
針
で
あ
る
の
か
、
確
認
す
る
。

五

第
三
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
運
用
三
号
」
の
取
扱
い
が
約
二
か
月
で
中
止
さ
れ
、
そ
の
後
は

扱
い
が
決
ま
ら
な
い
ま
ま
、
や
が
て
半
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
解
決
を
急
ぐ
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る

が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


